
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎５月２０日（月）は代休日となります。 

            （たっこん） 
令和元年度 学校だより５月７日発行 

学校教育目標 

『自ら学び，みんなと共に，たくましく生きる子どもの育成』 

          

  目に新緑の眩しい季節となりました。保護者・地域の皆様には，平素より本校教育推進にご
理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。先日は，お忙しい中,参観・懇談
そして家庭訪問と子たちの様子を聞かせていただき,ありがとうございます。  
 学校が始まり一ヵ月が経ちました。子どもたちは新しい友達や学級，先生に慣れ始め，楽し
く過ごしている姿が見られます。これから様々な学習や行事を通して，子どもたちの信頼関係
が深まっていくことと思います。 
 また，５月には地域の方にお世話になり,「放課後まなび教室」「部活動」など様々な活動
が始まります。こうした取組は,「地域の子どもは地域で育てる」という地域の皆様方の熱い
お気持ちから成り立っています。学校・保護者の方・地域の方が協力し一体となって,大宅小
学校の教育が成り立っています。今後も子どもたちの成長のために，より一層のご支援をよろ
しくお願いいたします。 

  

  「日曜参観」と「緊急時引渡し訓練」のお知らせ 

 

日 時  ５月１９日（日）     午前 ９：３０～１１：５０ 

      ・２校時         ９：３０～１０：１５ 

      ・３校時        １０：３５～１１：２０ 

      ・４校時        １１：２５～１１：５０ 

      ・「緊急時引渡し訓練」  １１：５５～１２：２０ 

 

 上記の日時で，２時間目から日曜参観を行います。また，休み時間の子どもたちの様子もご

覧いただければと思います。 

 「引渡し訓練」は，災害や緊急性の高い事件等が発生した際，保護者の方に来校していただ

き，子どもたちを確実に引き渡すための訓練です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお，緊急時引き渡し人のご確認をお願いいたします。 

 ※「各学年の当日の学習予定」については後日，配布いたします。 

 ◎水着・水泳帽子の販売が行われます。詳しくは，後日プリントを配布します。 

１０：００～１２：００（体育館横） 

 ◎「愛のひとしずく」運動で鉛筆などの販売も行われます。後日，ご案内を配布します。 

 

＜その他＞ 

・校内への自動車・バイクの乗り入れはできません。周辺道路や近隣の契約駐車場，コンビ

ニ・スーパーの駐車場等も近隣住民の迷惑になりますので，駐車は絶対になさらないでく

ださい。（特にマツヤスーパー大塚店への迷惑駐車はご遠慮ください。）警察の取り締まり

の対象になります。自転車の駐輪場所に限りがありますので，できるだけ，徒歩でお越し

ください。 

・授業中の教室内でのビデオ撮影・写真撮影はご遠慮願います。 
 

京都市立大宅小学校 

校 長 西山 正晃 

ＴＥＬ（０７５）５９１-００１５ 

ＦＡＸ（０７５）５９１-００９６ 

E-mail:oyake-s@edu.city.kyoto.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事 保健・ＰＴＡ・その他 まなび 部活動

1 水 休日

2 木 休日

3 金 憲法記念日

4 土 みどりの日

5 日 子どもの日

6 月 振替休日

7 火 朝会・委員会紹介　家庭訪問　４時間授業 ２年聴力検査

8 水 家庭訪問　４時間授業　３年校区探検 １年聴力検査

9 木 家庭訪問予備日　４時間授業　３年校区探検 １年心電図

10 金 ４年ＡＬＴ　３年校区探検予備日 １・３・５年耳鼻科検診

11 土
ＰＴＡオール委員会
ふれあい読み聞かせ

12 日

13 月 ３年校区探検 ５組・２・４・６年耳鼻科検診　除去食

14 火 支部育成なかよし会　３年校区探検予備日 眼科検診　放課後学び教室開講式 ○

15 水 演劇鑑賞 ＳＳＷ・ＳＣ来校 ○

16 木 ５組ＡＬＴ　１年生を迎える会　町別児童会 ＰＴＡ地域委員会　除去食

17 金 委員会活動 ○

18 土
サタデースクール開講式
ＰＴＡ役員会　運営　サマー実行委員会

19 日 日曜参観　道徳の日　２・５年非行防止教室

20 月 日曜参観代休日

21 火 ５年ＡＬＴ ６年内科検診 ○

22 水 ６年４時間授業 ＳＳＷ・ＳＣ来校 ○

23 木 ６年修学旅行　５年スチューデントシティ学習説明会

24 金
６年修学旅行…６年生は集団登校ではありません。
３年ＡＬＴ　給食試食会

除去食 ○

25 土

26 日

27 月 ２・３年遠足

28 火
５年内科検診
地生連総会・家庭教育学級

○

29 水
１・６年・５組歯科検診　ＳＳＷ・ＳＣ来校
移動図書館こじか号

○

30 木 １年遠足

31 金 ２年ＡＬＴ　５組遠足　部活動開講式 １年内科検診　除去食 ○ 陸・Ｂ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセラー（ＳＣ）について 

  

今年度は毎週水曜日に古市 貴子スクールカウンセラーが来校します。学校生活に関するこ

と，子育てのこと，気になることや困りごと・心配なことなどを気軽に相談できます。 

 相談内容は秘密厳守で行いますので，安心してご利用ください。 

 相談を希望される方は，事前に学校（担任，または担当の山下）までお申込みください。時

間の設定等をさせていただきます。 

 
部活動について 

 

 本校では，生涯体育を目的として，計画的・継続的にスポーツ活動を行い，挨拶・返事・礼

儀等の基本的なコミュニケーション力・体力の向上を図る趣旨で男女の希望者を対象に「部活

動」を実施しています。 

 今年度はバレーボール・茶道・柔道・卓球・将棋・陸上の６種目を実施します。将棋・柔道

は３年生以上，バレーボール・茶道・卓球は４年生以上，陸上については，５年生以上で募集

します。 

 

〇実施時間 月・水・金曜日 午後３時２０分～４時２０分 

 

〇実施曜日  バレーボール       月曜日 

      柔道・卓球・将棋・茶道  水曜日 

      陸上・バスケットボール  金曜日 

      

〇その他 

 ・指導者は本校教員と地域指導者の皆さんです。 

 ・５月３１日（金）に部活動開講式を行います。当日に，各部活動担当者より活動内容や持

ち物等についてお知らせします。 

５月は「憲法月間」です 

    

昭和２２年５月３日に日本国憲法が施行されたことに伴い，京都市では５月を「憲法月間」

と定めています。憲法の基本理念のひとつに，「基本的人権の尊重」があり，戦後，人権尊重

の精神は広く市民の間に浸透しましたが，まだまだ解決しなければならない人権課題がたくさ

んあります。特に障がいのある人や外国人に対する差別，出身地や性別に関わる差別などはす

べての人々の努力で解決すべき課題です。また，子どもたちの身近にも仲間はずれやいじめの

問題など人権に関わる課題はたくさんあります。 

 学校では５月の「朝会」や９月の人権授業参観・懇談会をはじめ，様々な学習の中で人権に

ついて考え，正しく判断する力を育てていきます。 

 大宅小学校では「えがおのことば」づくりに全校児童で取り組みます。友達や家族などとの

関わりの中で実際に笑顔になれた経験や，さらに笑顔を増やすためにがんばりたいことなどを

もとに，川柳や詩，標語などを考えます。どの作品もとても工夫されています。大人ではなか

なか気づかない，子どもの目線の作品に毎年，驚かされます。中校舎１階の廊下に作品を掲示

しますので日曜参観に来られた際に是非，ご覧ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

交通事故・水難事故防止に向けてのお願い 
  

１年生の担任が付き添っての集団下校が終わりました。学校でも安全に帰れるよう指導いた

します。ご家庭でも子どもたちが安全に登下校できるよう声かけをお願いいたします。 

 また，下記にありますように，交通事故防止や水難防止について確認していただき，全校の

子どもたちが，事故なく，安全に過ごせるようご家庭でもお話しください。 

 

＜交通事故防止について＞ 

・友達と歩道をふざけながら歩かない。 

・交差点では左右をよく見て，安全に気を付けて横断する。 

・信号や横断歩道のないところは特に注意する。 

・狭い道からの飛び出しや無理な横断はさせない。 

・自転車の二人乗りや手放し，横並びになって乗ったりしない。 

・人通りの多い明るい道を通り，一人ではできるだけ出歩かない。 

 

＜水難事故防止について＞ 

・雨が降ると河川の水かさが急に増えるので，疏水や河川の土手では絶対に遊ばせない。 

・河川や海に行った時は，子どもたちの行動に十分注意してください。 

・保護者や同伴者は子どもから目を離さないようにし，監督を怠らないようにご留意ください。 

・海・河川などで「遊泳禁止区域」には絶対に近づかないようにする。 

 

＜ご家庭での約束について＞ 

 ご家庭でも子どもたちと十分話し合い，今一度緊急な場合どうするか，『各家庭の約束』を確

認しておいてください。 

・緊急時の集合場所の確認。 

・おうちの方が留守の時の連絡方法の設定。 

・家に帰ってからの過ごし方を話し合ってください。        

給食開始 
  
４月１２日（金）子どもたちが待ちに待った給食が始まりました。１年生にとっては小学校で初めての給食です。先生

に身支度や配膳の仕方を教わり，美味しくいただきました。この日の献立は，小型コッペパン・牛乳・スパゲティのミー

トソース煮・ほうれん草のソテー・りんごゼリーでした。給食当番の子どもたちは，グループの友達と協力して配膳をす

る姿が印象的でした。 
好き嫌いをしないでバランスよく食べて，心身ともに大きく成長してほしいと思います。 

 

 


